
もし、病気になったらどうしよう・・・
ホクショーは、
治療しながら安心して
働ける職場を目指します。

両立支援プランを提案します。

病気休暇を新設します。
１日、午前もしくは午後の半日単位で
年５日間取得が可能です。（4/1-3/31）

全社員が対象の休暇になります。
お給料は出ませんが、出勤率※に含まれるので、
有休がなくなった場合に活用できます。

※出勤していたとみなす（賞与・昇給・有休付与に関わります。）

社員・会社・主治医が連携をとって、
治療しながら働けるようにプランを一緒に考えていきましょう。

治療しながら
働けるのかな？

社員（患者）

会 社 主治医

フルタイム勤務が難しい場合、短時間勤務など、
プランを一緒に考えます。

勤怠クラウドで申請

相談窓口 総務課 越田（内線72149）・松本（内線72145）

現在の症状、今後の治療方針や薬の副作用など、
情報を共有します。 連 携

まずは、ご相談ください。

病気短時間勤務を新設します。
３０分単位で最大１２０分の
短時間勤務が可能です。 両立支援プラン対象者が対象者です。

プランによっては、短時間勤務を選択することができます。


